
厚生労働省の　
　委託事業として

先生! ! 彼と彼女らを、

　今のまま社会に送り出すことに

一抹の不安を抱かれていませんか？
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そんな不安を、

　　　私ども公益社団法人が運営する

分かりやすい労働条件セミナー（無料）で　　

　　　　　少しやわらげてみませんか？

このセミナーは、｢大学生・高校生等を対象とした労働条件セミナー事業（平成28年度）｣
（厚生労働省委託事業）の一環として、全基連（略称）が運営するものです。

公益社団法人 全国労働基準関係団体連合会
〒101-0052東京都千代田区神田小川町3-28-2立花書房ビル３Ｆ
電話 03-5283-1030　Fax03-5283-1032
URL http://www.zenkiren.com/jutaku/gakusei-seminar/top.html
E-mail　koukou-seminar@zenkiren.com（高校生版）

詳しくは
こちら→

全基連 検索



今まで手塩にかけて教え育ててきた彼と彼女らも、そう遠

からず羽ばたいていきます。中には素直すぎる彼（彼女）もいれば、一筋縄ではいかな

い彼女（彼）もいました。いずれも、幸多きことを祈らずにはいられません。

【幸多かれと祈る】

【一抹の不安】 しかし同時に、近年、若者の使い捨てを疑わせる企業の存在など

ますます厳しさを増す労働環境の下で、｢働く上での権利や義務｣といった基礎知識を身

に着ける
いとま

暇もないまま、いともたやすくもみくちゃにされた挙句、自分を見失ってしま

うのではないかという、一抹の不安にとらわれてしまいます。

とはいえ、その基礎知識を身に着けさせるには相応の手間

暇がかかり、先生方の負担が大きく増すことになります。そこで、私ども公益社団法人

全基連(略称)では、厚生労働省から受託した事業の一環として、高校生や大学生を対象

としたセミナーを開催することにより、その負担を肩代わりするとともに皆さんの不安

を和らげる一方、生徒達が自分を見失うことなく働き続けられるよう、働く上での権利

や義務についての基礎知識を身に着けるのを、キャリア教育の一環と位置付けて、お手

伝いさせていただきます。

【負担を肩代わり】

セミナーは、テキストを「頁めくり」や

労働基準法等労働関係法を「逐条で解説」するのではなく、｢考えてもらう。身に着けて

もらう｣を基本に運営することとし、現在、平易で分かりやすい表現のオリジナルテキ

ストとそのダイジェスト版としてのパワーポイントシートを制作中です。

【オリジナルテキストを作成中】

セミナーは10月中旬から、先生方

のご要望の日時・場所で開催します。講師は、一定の研修を受けた労働基準監督官OB

や特定社会保険労務士などが務めます。厚生労働省の委託事業ですから、講師の謝金を

はじめセミナー経費はすべて無料＊です。下記申込票を用いてお気軽にお申し込みくだ

さい。なお、お申込多数の場合には、ご要望どおりにはお応えできない場合があります。
＊会場は学校施設を無償提供願います。

【セミナーは無料で、10月から開始】

切り取らずに、このまま送信してください。

所在地

（開催地） 

お預かりした個人情報は、本セミナーの実施に伴う事務以外には使用しません。

ＦＡＸ送信票 兼

セミナー申込票
公益社団法人 全国労働基準関係団体連合会

 　　　　　　　　　労働条件セミナー事務局 殿

ＦＡＸ番号

　 03-5283-1032

下記のとおり、労働条件セミナーの開催を申し込みます（該当箇所を〇で囲むか数字をご記入ください。）

平成28年10・11・12月、

　　　　　　 同29年 1・２月、ごろ

　 　：　　～　　：　　

（午前　限目、午後　限目）
　　　日・ごろ

受講予定

人数・学年

全日制 定時制 【ご連絡先】

■おなまえ　　　　　　　　　　　

■電話番号　　　　　　　　　　　

■メールアドレス

　　　　　　　　＠　　　　　　　

１年生

（　　）人

２年生

（　　）人

３年生

（　　）人
（　　）人

学校名

セミナー開催希望日時（時期）（可能な範囲で特定してください）


